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ICT建設機械関係の補助金・低利融資・
税制優遇制度の概要
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区分 制度 対象 実施機関
所管省
庁

備考

補助
金

省エネルギー型建設機械
導入補助事業（地球温暖
化対策）

低燃費型（３つ星以
上）のICT・ハイブリッ
ド・電気駆動の建機

購入
（一財）製造科
学技術センター

経済産
業省

ICTとのセット販売された建機本体
※H29予算：14.1億円
※H30予算：12.7億円
※H30.1.26時点執行率は75％
※H28年度は768件

サービス等生産性向上ＩＴ
導入支援事業

ＩＴツールのソフト本
体、クラウドサービス、
導入教育費用他

購入

民間団体等
事務局
公募中
(1/19～2/15）

経済産
業省

ソフトウェアのみ

※H28補正：100億円ICT土工のソ
フト導入にあたっての活用実績
→208件（1次公募分）
※H29補正：500億円

ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援事業

生産性向上に資する
投資計画

購入

民間団体等
事務局
公募中
(1/5～1/24）

中小企
業庁

投資計画に記載した機械設備等
（建機本体の購入は除く）
※H28補正：763億円
※H29補正：1000億円

税制
優遇

生産性向上の実現のため
の臨時措置法（仮称）

生産性が年平均１％
以上向上する建設機
械、情報化施工機器
等

固定資
産税

導入促進計画
を策定した市町
村

中小企
業庁

先端設備等導入計画を市町村に
認定された機械設備等

中小企業等経営強化法 市町村

※H29末時点
経営力向上計画を認定件数
→1000件以上

中小企業経営強化税制 法人税、
所得税、
法人住
民税、事
業税

国（法人税、所
得税）、都道府
県（法人住民税、
事業税）、市町
村（法人住民
税）中小企業投資促進税制

建設機械、情報化施
工機器 等

ICT建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度の概要
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ICT建設機械関係の補助金・低利融資・税制優遇制度の概要

区分 制度 対象 実施機関
所管省
庁

備考

融資

環境・エネルギー対策資金
（排出ガス対策・地球温暖
化対策）

オフロード法基準適
合車、低炭素型・低
燃費型建機

購入
日本政策金融公
庫

中小企
業庁

※貸付限度：
7億2千万円（中小企業事業）
7千2百万円（国民生活事業）

※貸付期間：20年以内
※貸付対象：

環境対策型建設機械の購入
情報化施工機器の購入・賃借

IT活用促進資金（企業活力
強化貸し付け）

情報化施工機器（建
機本体除く） 等

購入、賃借
日本政策金融公
庫

中小企
業庁
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建設機械関係の「補助金」①省エネルギー型建設機械補助金

省エネルギー型建設機械導入補助金

期 間 ～H30.3.14（H30年度も予算措置あり）

利用できる方 民間企業等（民間企業、その他の法人（独立行政法人を除く）及び個人事業主）

対象設備

・国土交通省策定の燃費基準値を超える（3つ星以上）燃費性能を有する排出ガス四次規制
（2011年、2014年）に適合した油圧ショベル、ブルドーザ又はホイールローダ

・『ハイブリッド機構』、『情報化施工』又は『電気駆動』等の先端的な省エネルギー技術が搭
載されていること

・執行管理団体に設置する有識者委員会で審査決定された型式

補助率

補助率：➀平成２６年度、２７年度、又は２８年度に型式認定された機種

補助対象車両の購入価格と基準価格の差額の9/10または6/10
➁平成２９年度に新たに型式認定が行われた機種

補助対象車両の購入価格と基準価格の差額の6/10
補助上限額：➀補助率9/10 300万円または 補助率6/10 200万円

➁補助率6/10 300万円

その他
H29年度予算：14.1億円、H30年度予算：12.7億円
※H28年度実績は768件で、毎年概ね年度末頃に予算枠に達する。

制度紹介HP http://www.eco-kenki.jp/

ICTを搭載した「建設機械」の購入に際して上限300万円の補助金が利用できる。
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※型式毎の補助対象金額については、メーカー又は販売店にお問い合わせください。

※H30.1.26時点、予算執行率75%



建設機械関係の「補助金」①省エネルギー型建設機械補助金

【手続きの概要】

販売業者が通常は代行してくれるので相談可能

手続きは通常は販売業者が代行する。
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建設機械関係の「補助金」①省エネルギー型建設機械補助金

（参考）省エネルギー型建設機械補助金の申請書類は、購入販売店で通常は申請
の支援が受けられる。

（一般）製造科学技術
センターHP
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建設機械関係の「補助金」②ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業

7http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/hosei/pdf/pr_hosei.pdf



対象経費の区分 ICT関係の補助の対象 補助上限額 補助率

企業間データ活用型 複数企業が連携し申請 ・ICT測量機器購入費
・ICT関連ソフトウェア購入費
・後付けマシンガイダンス（MG）用機器

購入費
・ICT関係専門家経費 他

1,000万円 3分の2

一般型 企業が単独で申請 1,000万円 2分の1

小規模型 企業が単独で申請 500万円
(小規模事業者) 3分の2

(その他) 2分の1

ICT関連機器の購入に関して補助がでます。

補助対象には等級区分：一般土木C･Dクラスの企業が当然含まれます。

対 象 事 業

対 象 者

事 業 概 要

◆最高補助率が活用できるパターン ／ 企業間データ活用型

補 助 実 績 平成28年度 申請数15,547件、採択数6,157件（内、建設ICT関係34件）

◆補助上限額を活用できるパターン ／ 一般型

1者が後付けマシンガイダンス（MG）用機器を購入
（施工会社C社）後付けマシンガイダンス(MG)用機器 1,000万円

補 助 額 施工会社C社の2分の1 △500万円
（※補助上限額1,000万円）

自己負担額 500万円

1者が3D起工測量に必要な機器を購入
（測量会社D社）無人航空機搭載型レーザースキャナー 2,000万円

3D点群処理ソフト 150万円
小 計 2,150万円

補 助 額 測量会社D社の2分の1 △1,000万円
（※補助上限額1,000万円）

自己負担額 1,150万円

注1）いずれの型も専門家を活用する場合、補助上限額が30万円上乗せされる。
注2）企業間データ活用型について企業の連携は10者まで。補助上限額は「200万円×参加企業数」まで上乗せされ、その金額は参加企業内で任意に配分可能。

認定支援機関（銀行等）の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす者。
生産プロセスの改善を行い、３～５年で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。

※付加価値額 ＝ 営業利益 ＋ 人件費 ＋ 減価償却費
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2者が連携し3D起工測量・3D設計データ作成等に必要な機器を購入
（測量会社A社）トータルステーション 525万円

3Dレーザースキャナー 1,200万円
3D点群処理ソフト 150万円

（施工会社B社）3D設計データ作成ソフト 100万円
後付けMG用機器 1,000万円
GNSSローバー 625万円

小 計 3,600万円

補 助 額 測量会社A社分の3分の2 △1,250万円
施工会社B社分の3分の2 △1,150万円

小 計 △2,400万円

自己負担額（2社分） 1,200万円

※建設機械本体の補助対象の可否は、具体例をもって補助金事務局に確認することになります。

※補助上限額は1,000万円であるが、企業間データ活用型で申請することで
200万円×2者分 補助上限額が上乗せされる。なお、上乗せされた400万円
はA・B両者で任意に分配できる。

建設機械関係の「補助金」②ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業投資モデル

注）上記はあくまで例示でありこの投資モデルが採択を保証するものではありません。過年度事例と同じストーリーでは採択されにくい場合もあります
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参考：革新的ものづくり支援補助金採択事例

●平成27年度補正：採択案件7714件中、建設関係のＩＣＴ活用に関わる案件が4件
（情報化施工、ＩoＴ活用を含む。）

●平成28年度補正：採択案件6157件中、建設関係のＩＣＴ活用に関わる案件が34件

No. 事 業 計 画 名 認定支援機関名

1 最新型測量機器を活用した建設現場の生産性向上と競争力強化

○地方金融機関
○地方商工会議所
など

2 ＩoＴを活用した先進的な土木施工管理システムの開発

3 情報化施工機器の導入と若年層人材を確保育成できる新体制の構築

4 「３Ｄマシンガイダンスシステム」導入・活用による工期短縮、コスト削減

No. 事 業 計 画 名 認定支援機関名

1 ３次元データの自社作成による施工効率化

○地方金融機関
○地方商工会議所
など

2 ３次元測量設計及び施工を主力とした自社内一貫ＩＣＴ工事の提供

3 土木工事へＩＣＴ搭載建機の最適投入と大規模工事の効率化の実現

4 ＩＴ技術導入による「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」システムの構築

5 ３Ｄ設計ソフトとＩＴを利活用した工程管理による総合建築サービス

6 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを実現するドローン等を使った赤外線探査システムの実用化

7 ＵＡＶ・３Ｄ測量導入を契機とした未来型ＩоＴマネジメント推進

平成27年度補正による建設関係を抽出

平成28年度補正による建設関係を抽出（抜粋7件）
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スケジュール感（現時点での想定）

↑
公募期間
H28.2.5～4.14
↓

公募開始

H27補正
のケース

採択決定H28.6.6 ・・・・・・

書類作成・提出

交付申請

交付決定

事業実施（購入等）

実績報告

中小企業経営強化法に基づく

経営革新計画申請
または、新法に基づく

先端設備等導入計画申請

計画承認

確定検査受検

資金調達（融資）

補助金送金

↓
6月中 ・・・・・・・・

↓
H28年度内 ・・・・

【ものづくり補助金
本体申請】

【連携している別の計画等の準備】

調達計画記載

現時点で正確なスケジュールは明らかでないが、補正の時期の近いＨ２７補正のケースを参考に以
下に示した。補助金本体の申請のみならず、資金調達のメドも必要
ものづくり補助金の嵩上げ措置を獲得するには、経営力向上計画ではなく、経営革新計画が必要

（※）経営力向上計画に比べてボリュームがあるので早急に取引銀行等認定支援機関に相談を推奨

※補助率2/3への嵩上げの場合

標準処理期間30日×再提出回数

記載スケジュールも、想定に過ぎないので
、最新の状況は、12頁の連絡先を常にご確
認下さい。



建設機械関係の「補助金」③サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/hosei/pdf/pr_hosei.pdf 11



支援事業（ＩＴ導入支援・ものづくり支援）の問合せ先

「補助金」 サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

お問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省商務情報政策局サービス政策課

ＴＥＬ：０３－３５８０－３９２２

ＩＴ導入補助金ホームページ（事務局公募）

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k180119002.html

「補助金」 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業

お問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省中小企業庁経営支援部技術・経営革新課

ＴＥＬ：０３－３５０１－１８１６

ものづくり補助金ホームページ（事務局公募）

12http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180105mono.htm



中小企業等経営強化法による支援①概要

平成２８年７月施行の「中小企業等経営強化法」により、中小企業等が取り組む「経営力向上計画」が認
定されると、以下の支援を受けることができます。

● 生産性を高めるための機械及び装置を取得（平成３１年３月３１日まで）した場合、固定資産税（地方税）が
３年間半分に減免されます

● 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等を受けることができます

例：バックホウや金属板の動力折曲機を購入

取得

H２９年 H３０年 H３１年 H３２年 H３３年
経営力向上計画の策定・認定
（バックホウや動力折曲機を

導入することで生産性が向上し、
もって経営力向上）

取得

固定資産税が半分に

固定資産税が半分に

例：新たな商品・サービス開発の資金調達に融資を利用
経営力向上計画の策定・認定
（商品やサービスを開発し

新たな販路拡大による収益向上に
よって経営力向上）

（※計画の認定は、各種支援が受けられることを保証するものではありません）

商工中金による低利融資を受けやすく
なります。

※ この他にも保証枠拡大等の金融支援が有り
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● 法人税、所得税、法人住民税、事業税の減免措置（中小企業経営強化税制）も適用出来ます。

例：バックホウや金属板の動力折曲機を購入

経営力向上計画の策定・認定
（バックホウや動力折曲機を

導入することで生産性が向上し、
もって経営力向上）

個人事業主、資本金3千万円以下

即時償却又は税額控除10%
資本金3千万円超1億円以下

即時償却

（※）経営力向上計画がH29補正予算のIT導入補助金やものづくり補助金の審査加点要素と
なるかについては、現時点では不明です。



国税、地方税の減免をうけるために「経営力向上計画」の認定を受ける必要がある。

中小企業等経営強化法

期 間 ～H31.3末

利用できる方 中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主 ※経営力向上計画の認定

対象設備
160万円以上の機械及び装置であること

経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置（生産性が年平均1%以上向上する設備等）

優遇内容
固定資産税

固定資産税の課税標準を 3年間1/2に軽減

そ の 他
＜その他の支援措置＞
（法人税）中小企業経営強化税制に基づく法人税減免（別途紹介）

（金融）政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等

制度紹介HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【手続きの概要】

利用する支援措置（税制・金融）に応じ
て、その提供者（経営革新等支援機
関）に相談可能

後述の中小企業経営強化
税制で詳説

14

中小企業等経営強化法による支援②固定資産税減免



中小企業経営強化税制／

期 間 ～H31.3末

利用できる方 中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主

対象設備 機械装置(160万円以上)→建設機械等、ｿﾌﾄｳｪｱ(70万円以上)、
器具備品・工具(30万円以上)→測量機器等、建物付属設備(30万円以上)

最新設備を導入する場合（A類型）
利益改善のための設備を導入する場合（B類型）

優遇内容 個人事業主、資本金3千万円以下 即時償却又は税額控除10%
資本金3千万円超1億円以下 即時償却

対象設備要件

＜対象設備の要件＞

A類型 最新モデルであること、生産性が年平均1%以上向上していること

B類型 投資利益率が5%であること

制度紹介HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【手続きの概要】 主務大臣

中小企業経営強化法の手続き

設備のメーカーの所属する
団体が証明書を発行

「経営力向上計画」の認定により、固定資産税減免の他、法人税減免を受けられる。
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中小企業等経営強化法による支援③法人税減免



● 機械及び装置を新たに導入した経営力向上計画事例（固定資産税減免活用）

１．会社規模別認定件数 小規模（２０人未満）：３３件 中規模（２０人以上３００人未満）：１７件

２．経営力向上取組事例

実例１ ： 従業員１２名の建設業者が、約３，０００万円を投じホイールローダ４台を購入。冬期の建設工事受注
減をカバーするため、除雪業務受注拡大を計画し、経営力アップを目指す。

実例２ ： 鉄骨加工から施工までを手掛ける従業員７名の建設業者における従業員一人あたりの生産性を向上
させるため、１台約２，０００万円の金属加工機械を２台購入。従業員の生産性向上が経営力の向上に
つながる。

● 賢く設備投資！補助金をねらった経営力向上計画事例（補助金採択加点要素活用）

１．会社規模別認定件数 小規模（２０人未満）：１６件 中規模（２０人以上３００人未満）：１３件

２．経営力向上取組事例

実例１ ： 補助金を使ってドローンと３次元データ解析ソフトの導入を計画。従業員８名の建設業者が、川上の
測量から川下の施工管理まで一手に手掛けることにより、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを推進し、他社にない
強みで経営力向上を図る。

実例２ ： 従業員３５名の建設業者が、３次元設計データを作成できるソフトウェア導入費用の補助金活用。
Ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進により、作業効率の追求、品質の高い施工により、経営力向上をねらう。
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中小企業等経営強化法による支援④事例



（参考）経営力向上計画認定申請書類のポイント

建設業分野に係る経営力向上に関する
指針（※） より

第２ 経営力向上に関する目標

２ 経営指標（労働生産性（以下のいずれか）

①労働生産性・基本
・ （営業利益＋人件費＋減価償却費）÷労働投入量（労働
者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間）

②労働生産性・推奨
・ （完成工事総利益＋完成工事原価のうち労務費＋完成工
事原価のうち外注費）÷年間延人工数

③労働生産性・簡易
・ （完成工事総利益＋完成工事原価のうち労務費）÷直庸
技能労働者数

３ 経営目標（労働生産性伸び率）
３年間の計画の場合 １％以上
４年間の計画の場合 １．５％以上
５年間の計画の場合 ２％以上

１ 計画期間
3年ないし5年

17

・簡易



建設業分野に係る経営力向上に
関する指針より

第３経営力向上に関する事項
１経営力向上の内容及び実施方法に関
する事項

一人に関する事項
イ教育訓練の充実
ロ生産性向上に向けた複合工育成
ハ従業員の処遇改善

二財務管理に関する事項
イ原価管理の高度化

ロ社内業務の効率化

三営業活動に関する事項
イ年間受注計画の策定
ロ適正な利潤を確保した受注

四新技術・工法の積極的導入
イ ＩＣＴ施工の実施、コンクリート工における
生産性向上技術の活用等、ｉ －Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉ
ｏｎの推進
ロＮＥＴＩＳを始めとした新技術・新工法等の
導入

ア 一(イ)
中堅社員を中心に講習会への積極的参加をさせて知識技術を習得させ、社
内講習により若手社員にも知識技術を習得させる。

イ 四(イ)

3次元設計ﾃﾞｰﾀを入力することでﾊﾞｹｯﾄの自動停止制御等ICT技術を活用したｵﾍﾟ
ﾚｰﾀ支援機能を搭載しているため、高精度で効率的な施工が出来るとともに、丁
張作業を省略できることから、作業員の負担軽減とともに安全性が確保できる。

ア 従業員教育訓練費

イ 経営力向上設備購入

イ 経営力向上設備購入

自己資金

融資

補助金

1,000

21,500

4,000

ICT建機（型式名●○）

3D点群ｿﾌﾄ（商品名●○）

機械装置

ソフトウェア

24,000

1,500

1

1

24,000

1,500

ｿﾌﾄｳｪｱ

1

1

24,000

1,500
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（参考）経営力向上計画認定申請書類のポイント



生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）による固定資産減税特例

19

経営強化法に基づく固定資産税減免１／２→ 課税ゼロに減免 （法律成立の場合）
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生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）による固定資産減税特例

中小企業の設備投資における自治体の固定資産税減税特例の新聞記事



建設機械関係の「融資」

（株）日本政策金融公庫
環境・エネルギー対策資金

（株）日本政策金融公庫
ＩＴ活用促進基金

期 間 ～H30.3.31（H30年度継続） ～H30.3.31（H30年度継続）

利用できる
方

中小企業（建設業：資本金3億円以下または従業員
300人以下）、個人事業主

中小企業（建設業：資本金3億円以下または従業
員300人以下）、個人事業主（賃貸業は対象外）

貸付限度 中小企業事業：7億2千万円、国民生活事業：7千2百万円

貸付期間 20年以内

貸付対象と
貸付利率

各環境対策型建設機械の購入
・排出ガス対策型建設機械：基準金利
・オフロード法基準適合車：特別利率②/Ｂ

（2014年規制）、基準金利（2011年規制）
※130～560kw帯は2014年規制のみ特別利率①/Ａ

・低炭素型建設機械：特別利率①/Ａ
・燃費基準達成建設機械：特別利率①/A
貸付金額が4億円を超える場合は、基準金利。
※新車で販売中のICT建機はオフロード法基準適合車です。

低炭素型建設機械、燃費基準達成建設機械の認定の有無
はﾒｰｶ等にご確認ください。

情報化施工機器の購入・賃借
・貸付対象は、ＭＣ／ＭＧ機器やＴＳ／ＧＮＳ

Ｓ等の情報化施工機器と取付改造費となりま
す（建設機械本体は含まれません）

・基準金利

中小企業事業：基準金利1.3%、特別利率①0.81%、特別利率②0.56%、特別利率③0.31%
（5年超6年以内、平成29年5月）標準的な利率のため詳細は制度の窓口にお問合せ下さい。
国民生活事業：基準金利1.81～2.40%、特別利率Ａ1.41～2.00%、特別利率Ｂ1.16～1.75%、特別利率Ｃ

0.91～1.50%
（担保不用の貸付、平成29年5月）標準的な利率のため詳細は制度の窓口にお問合せ下さい。

その他
※H28融資件数→167件と広く利用されており、予算上
も十分余裕がある。

※H27融資件数→全部で3062件中建設業56件とい
うことで、建設業として活用の余地は多分にある。

制度紹介HP
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku.h
tml

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

※正確なところは、制度紹介HPやHPに記載の問い合わせ窓口で、ご確認ください。 21

H30貸付対象と貸付利率
は一部変更の予定

※H30.4.1以降、窓口に
詳細を問い合わせ下さい。



■省エネ建機補助金、ＩＴ導入補助金及び中小企業経営強化税制による即時
償却を行った場合

生産性向上設備等 設備金額（千円） 利用可能な支援措置 支援措置額（千円）

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ
(3DMC 0.8m3)

27,000 省エネ建機補助金 ▲3,000（最大）
法人税減免 ▲7,200

点群処理ソフトウェア 2,500 IT導入補助金 ▲500（最大）
法人税減免 ▲600

3Dﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ- 12,000 法人税減免 ▲3,600
GNSSﾛｰﾊﾞ 5,000 法人税減免 ▲1,500
TS（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） 3,000 法人税減免 ▲900
計 49,500

補助金支援措置により
▲350万円

実際の負担
4,600万円

政策金融公庫の基準金利1.3％
返済10年：総額3,436 万円

22

（※）法人税、法人住民税等の実効税率（約3割）×即時償却

実質の負担
3,220万円

（参考）建設機械関係の資金調達シミュレーション

企業モデル
○資本金：2,500万円 ○職員数：25人 ○年間完成工事高：5億円
○費用：4億5000万円 ○経常利益：5,000万円

※ただし、法人税の即時償却を行うことで当期利益が赤字になるような場合等は、翌年以降の銀行融資等の
影響を受ける場合があるので、即時償却か取得価格の10%控除を利用するかは認定支援機関や取引銀行等と
の相談や考慮が必要。

（通常、建機は7年、測量機器・ソフトは5年償却）

法人税減税額措置により
▲1,380万円



補助金支援措置により
▲1,000万円

実際の負担
3,950万円

政策金融公庫の基準金利1.3％
返済10年：総額3,014 万円
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法人税減税額措置により
▲1,125万円

実質の負担

2,825万円

（参考）建設機械関係の資金調達シミュレーション

企業モデル
○資本金：2,500万円 ○職員数：25人 ○年間完成工事高：5億円
○費用：4億5000万円 ○経常利益：5,000万円

※ただし、法人税の即時償却を行うことで当期利益が赤字になるような場合等は、翌年以降の銀行融資等の
影響を受ける場合があるので、即時償却か取得価格の10%控除を利用するかは認定支援機関や取引銀行等と
の相談や考慮が必要。

■ものづくり補助金（一般型）及び中小企業経営強化税制による即時償却を
行った場合

生産性向上設備等 設備金額
（千円）

利用可能な支援措置 支援措置額
（千円）

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ
(3DMC 0.8m3)

27,000 ものづくり補助金 ▲10,000
法人税減免 ▲5,100

点群処理ソフトウェア 2,500 法人税減免 ▲150
3Dﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ- 12,000 法人税減免 ▲3,600
GNSSﾛｰﾊﾞ 5,000 法人税減免 ▲1,500
TS（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） 3,000 法人税減免 ▲900
計 49,500 （※）法人税、法人住民税等の実効税率（約3割）×即時償却

（通常、建機は7年、測量機器・ソフトは5年償却）



（Ａ社）補助金支援措置により
▲1,200万円

実際の負担
1,500万円

政策金融公庫の基準金利1.3％
返済10年：総額1,120万円

（※）法人税、法人住民税等の実効税率（約3割）×即時償却

法人税減税額措置により
▲450万円

■ものづくり補助金（企業間データ活用型）及び中小企業経営強化税制による法人
税の即時償却を行った場合

生産性向上設備等 設備金額（千円） 利用可能な支援措置 支援措置額（千円）

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ
(3DMC 0.8m3)

27,000 ものづくり補助金 ▲12,000
法人税減免 ▲4,500

点群処理ソフトウェア 2,500 法人税減免 ▲750
3Dﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ 12,000 ものづくり補助金 ▲8,000

法人税減免 ▲1,200
GNSSﾛｰﾊﾞ 5,000 ものづくり補助金 ▲3,000

法人税減免 ▲600
TS（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） 3,000 ものづくり補助金 ▲1,000

法人税減免 ▲600
（施工会社Ａ社）
・ICTﾊﾞｯｸﾎｳ（2,700万円）
（測量会社Ｂ社）
・点群処理ｿﾌﾄｳｪｱ（250万円）
・3Dﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ（1,200万円）
・GNSSﾛｰﾊﾞ（500万円）
・TS（300万円）

ICT関連機器 2社合計4,950万円

（参考）建設機械関係の資金調達シミュレーション

A社

B社

（Ｂ社）補助金支援措置により
▲1,200万円
法人税減税額措置により
▲315万円

実質の負担
1,050万円

実際の負担
1,050万円
実質の負担
735万円

政策金融公庫の基準金利1.3％
返済10年：総額784万円

※企業間ﾃﾞｰﾀ活用型での上乗せ2社計400万円を任意で分配できるが、各社200万円割り振った場合

計2,250万円
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